
年４月１日より各都道府県は６年１期の第８次
医療計画の期間に入た
今次医療計画は改正感染症法年を踏まえた

感染症予防計画が盛り込まれ公衆衛生行政に地
域の医療者に参加を求める枠組みを作る点で重要であ
るだがそれは国の本線ではない国の医療制度
構造改革の本線は都道府県単位の医療費管理・抑
制システム構築とその下での医療費の地域差縮
減にあるその意味で４月にスタトした医療計画
は未完成であり肝心のバジンアプは期中の
年以降に実行される
注視すべきは新たな地域医療構想とかかりつ
け医機能報告制度である

新たな地域医療構想の射程
―外来・在宅・介護も

現在の地域医療構想が年に目標年度を迎え続
いて年をめどとした新しい地域医療構想が予
定される厚生労働省は新たな地域医療構想に関す
る検討会座長・遠藤久夫氏を設置年末の
とりまとめに向けた検討を進めている年のガ
イドライン発出が目指されている
地域医療構想は国が一律の算定式で弾き出した

年の医療需要に基づく二次医療圏構想区
域ごとの機能別高度急性期・急性期・回復期・慢
性期必要病床数を目標として都道府県が策定す
る病院・有床診療所は病床機能報告を義務付けら
れ地域医療構想調整会議で自主的な目標達
成に向けて協議し都道府県は地域医療介護総合確
保基金を活用し必要なら権限の行使を含めた役
割を適切に発揮する仕組みである
年を目前に国はその達成状況を病床数・

病床機能のいずれも必要量に近づいていると評価
する一方いまだ乖離が残る区域を重点支援区域
再編検討区域に定めて集中的に支援し基
金病床機能再編支援事業や税制上の優遇措置
等財政インセンテブ策を駆使して達成を目指させ
る構えである
その一方国は新たな地域医療構想の課題・
検討事項として現在の地域医療構想は病床の機
能分化・連携を取り扱ているが外来や在宅医療
等を含めた医療提供体制全体の議論が不十分であ
るついては外来在宅看取り医療従事者等
の将来推計も検討するという新たな地域医療
構想は病床を超え外来・在宅・介護サビス
を射程に入れたものとなる見通しである

新たな地域医療構想で
「必要かかりつけ医数」目標化の可能性
以上を踏まえれば年開始予定のかかりつけ

医機能報告制度はどのような意味を持たされること
になるだろうか
国はこの間外来・在宅に力点を置く医療法改正を

繰り返してきたその一つである外来機能報告制
度は年４月に開始した同制度は病院・有床診
療所無床診療所は任意に対し病床機能報告
に加え①医療資源を重点的に活用する外来の実施状
況１を報告②紹介受診重点医療機関となる意向の有無
を報告③地域の外来機能の明確化・連携の推進のた
めに必要なその他の事項紹介率や逆紹介率等の
報告を義務付けた報告内容は協議の場で紹
介受診重点医療機関の取りまとめに向けた協議と
外来機能の明確化・連携に向けた協議に用いられ

る
　一方国はかかりつけ医機能を身近な地域に
おける日常的な診療疾病の予防のための措置その他
の医療の提供を行う機能と法律で定義しその上で
かかりつけ医機能報告制度を創設したこれは病
院・診療所が自らの外来におけるかかりつけ医機
能を都道府県知事に報告する仕組みである
　報告内容は①日常的な診療の総合的継続的実施②休
日・夜間等の対応③入院先の医療機関との連携退院
の支援④在宅医療の提供⑤介護サビス等との連携
とされ詳細は法改正後の省令に委ねられてい
る報告を受けた知事は医療機関の機能を確認し
て公表報告内容はこれもまた外来機能報告制度の
協議の場で活用される
　現在国は国民・患者に対するかかりつけ医機能
をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会
座長・永井良三氏とその下にかかりつけ医機能
が発揮される制度の施行に関する分科会を設置し
施行に向けた詰めの論議を行ている
　国の外来機能分化は地域の外来医療について医療資
源を集中的に投入する外来紹介受診重点医療機関
とかかりつけ医機能を担う医療機関に再編する構
想である新たな地域医療構想には必要病床数と
同様国の一律の計算式による機能別外来医療機関
数が目標設定される可能性が高いと考えられよう

かかりつけ医機能報告
報告内容をめぐる議論

　５月日に開催された第５回分科会で厚労省は
報告を求めるかかりつけ医機能の内容の案を初め
て示した
　報告を行う対象医療機関は特定機能病院および歯
科医療機関を除く病院・診療所とされる
　報告内容は１号機能継続的な医療を要する者
に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常
的な診療を総合的かつ継続的に行う機能と２号機
能①通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
②入退院時の支援③在宅医療を提供する機能に大別
され１号機能のある場合に２号機能を報告させる
　１号機能の具体的な報告事項については３案が提示
されている表
　案１一定以上の症状に対して一次診療を行うこと

ができる併せて項目の症状ごとの対応可能の有無
を報告させる
　案２診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無
いずれかの診療領域について一次診療を行うことがで
きるかかりつけ医機能研修の修了者の有無等を報告
させる
　案３かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有
無受講者の有無総合診療専門医の有無について報
告させる
　２号機能については通常の診療時間外の診療
関連する時間外対応加算の届出状況算定状況入
退院時の支援在宅医療の提供介護サビス等と
連携した医療提供その他の報告事項とされた
　分科会では三つの提案について意見が分かれてい
る総じて患者団体は症状の方が分かりやすく医療
側は診療科の方が良いとの立場である

新たな地域医療構想とかかりつけ医機能
報告が流れ込む先には「開業規制」

　論点となているのは診療領域か症状であ
るだがそれを決するのはどちらが国にとて望ま
しいかという点に尽きるだろう
　なぜなら国にとてかかりつけ医機能報告制度
は取得したデタを活用し必要かかりつけ医数
を地域医療構想に目標化させるための仕組みであると
考えられるからであるそしてこの必要数の設定
こそ地域の外来医師数へのキプとなるこのよう
に新たな地域医療構想とかかりつけ医機能報告が結び
つき流れ込む先は開業規制であるそのように
捉え警戒すべきである
　財務省は建議書我が国の財政運営の進むべき方向
年５月日で病院と診療所の偏在を問題
視し病院勤務医から開業医へのシフトを促すこと
のないよう診療報酬体系を適正化していくとし
た新たな地域医療構想が開業医数の適正化の手
段となる危険性は高い 政策部会

政
策
解
説

１　入院の前後の外来診療報酬上のＫ：手術Ｊ：処置
Ｌ：麻酔コド等を算定する医療や高額等の医療機器・
設備を必要とする外来診療報酬上外来科学療法加算外
来放射線治療加算等を加算する医療そして特定の領域に
特化し紹介患者に対応する外来の患者延人数実施件数と
その詳細

新たな地域医療構想と
「かかりつけ医機能報告制度」が結びつく先

表１号機能

案１ 一定以上の症状に対して一次診療を行うことができる
➡ 次の35項目の症状ごとの対応有無も報告。下線は必須 

全身倦怠感、不眠、食欲不振、体重減少・体重増加、浮腫、リンパ節腫脹、発疹、黄疸、発熱、頭痛、めま
い、失神、けいれん発作、視力障害・視野狭窄、結膜の充血、聴覚障害、鼻出血、嗄声、胸痛、動悸、呼吸
困難、咳・痰、嘔気・嘔吐、胸やけ、嚥下困難、腹痛、便通異常（下痢・便秘）、腰痛、関節痛、歩行障害、
四肢のしびれ、血尿、排尿障害（尿失禁・排尿困難）、尿量異常、不安・抑うつ

➡ 「可」の報告の場合は「１号機能を有する医療機関」として、２号機能の報告を行う。

案２ ① 「具体的な機能」を有する、「報告事項」を院内掲示する
② かかりつけ医機能に関する研修修了者または総合診療専門医がいる
③  17の診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができる
④  17の診療領域ごとの患者からの相談の対応可能の有無、いずれかの診療領域について患者からの相談に応

じることができる
➡ （基本領域）皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器

領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、産科領域、婦人科領域、乳
腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系および外傷領域、小児領域

➡ ①～④のいずれも「可」の報告の場合は「１号機能を有する医療機関」として、２号機能の報告を行う。

案３ ① 「具体的な機能」を有する、「報告事項」を院内掲示する
② かかりつけ医機能に関する研修修了者の有無、受講者の有無、総合診療専門医の有無、それぞれの人数
➡ ①が「可」の報告で、②を報告している場合は「１号機能を有する医療機関」として、２号機能の報告を行う。
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